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別紙 11 業務報告書の構成及び内容 

（第 56条、第 57条第 2項関係） 

 

1 維持管理業務報告書 

(1)年度事業報告書 

事業者は、各事業年度終了後、毎年【翌年度の 4月末日】までに、当該事業年度に

係る維持管理業務全体に関する年度事業報告書を市に提出すること。なお、年度事業

報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。 

(2)業務報告書（月報） 

事業者は、月ごとに、当該月に係る維持管理業務全体に関する業務報告書（月報）

及び要求水準書に定める各業務に関する業務報告書（月報）を作成し、翌月の【10日】

までに、市に提出すること。なお、業務報告書（月報）の様式、内容等はあらかじめ

市と協議して定める。 

(3)業務日報等 

事業者は、毎日、維持管理業務全体に関する業務日報その他要求水準書が定める運

転日誌及び日常点検記録を作成し、市の求めに応じて、市に提出すること。なお、業

務日報その他要求水準書に定める運転日誌及び日常点検記録の様式、内容等はあらか

じめ市と協議して定める。 

(4)定期点検・整備記録 

事業者は、維持管理業務に関して要求水準書に定める定期点検及び整備記録を、年

間維持管理計画書に基づき定期点検を実施時に作成し、当該実施後、原則として 30

日以内に、市に提出すること。なお、維持管理業務に関して要求水準書に定める定期

点検及び整備記録の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。 

(5)事故等報告書 

事業者は、火葬炉設備に関して要求水準書が定める事故等報告書を事故等の発生時

に作成し、当該事故等の発生後直ちに、市に提出すること。なお、火葬炉設備に関し

て要求水準書が定める事故等報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。 

 

2 運営業務報告書 

(1)年度事業報告書等 

事業者は、各事業年度終了後毎年【翌年度の 4月末日】までに、当該事業年度に係

る運営業務全体に関する年度事業報告書及び売店運営に関する実績報告書を市に提

出すること。なお、年度事業報告書及び実績報告書の様式、内容等はあらかじめ市と

協議して定める。 

(2)業務報告書（月報） 

事業者は、月ごとに、当該月に係る運営業務に関する業務報告書（月報）を作成し、
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翌月の【10日】までに、市に提出すること。なお、業務報告書（月報）の様式、内容

等はあらかじめ市と協議して定める。 

(3)業務日誌 

事業者は、毎日、運営業務に関する業務日誌を作成し、市の求めに応じて、市に提

出すること。なお、業務日誌の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。 

 

以上 


